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参照条文（各事業法の規定） 

 

水道法（昭和三十二年法律第百七十七号） 

 

（用語の定義） 

第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用

に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。 

２ この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する

事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。 

３ この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、

水を供給する水道事業をいう。 

４ この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその

用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業

者に分水する場合を除く。 

 

 

工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号） 

 

（定義） 

第二条（略） 

２ この法律において「工業用水」とは、工業の用に供する水（水力発電の用に供するも

の及び人の飲用に適する水として供給するものを除く。）をいう。 

３ この法律において「工業用水道」とは、導管により工業用水を供給する施設であつて、

その供給をする者の管理に属するものの総体をいう。 

４ この法律において「工業用水道事業」とは、一般の需要に応じ工業用水道により工業

用水を供給する事業をいう。 

 

 

軌道法（大正十年法律第七十六号） 

 

第三条 軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ 

第四条 前条ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道経営者ハ軌道敷設ニ要スル道路ノ占用ニ付

道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付

テハ政令ノ定ムル所ニ依ル 

 

  

参考資料１ 
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道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号） 

 

（定義） 

第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及

び自動車道事業をいう。 

２ この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業を

いう。 

３ この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用

して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。 

４ この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運

送事業をいう。 

５ この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事

業をいう。 

（略） 

 

（種類） 

第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 

一 一般旅客自動車運送事業（特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業） 

イ 一般乗合旅客自動車運送事業（乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

ロ 一般貸切旅客自動車運送事業（一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員

以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

ハ 一般乗用旅客自動車運送事業（一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車

定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

二 特定旅客自動車運送事業（特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅

客自動車運送事業） 

 

（免許） 

第四十七条 自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければ

ならない。 

２ 自動車道事業の免許は、路線について行う。 

３ 自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。 

 

（使用料金） 

第六十一条 自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を

受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

２ 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしな

ければならない。 

一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものである

こと。 

二 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。 
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三 使用者の使用料金を負担する能力にかんがみ、使用者が当該事業を利用することを

困難にするおそれがないものであること。 

３ 第一項の使用料金は、定額をもつて明確に定められなければならない。 

 

 

鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三

種鉄道事業をいう。 

２ この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道（軌道法（大正

十年法律第七十六号）による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以

下同じ。）による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものを

いう。 

３ この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道

線路（他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。）以外の鉄道線路を使

用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。 

４ この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者

に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄

道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。 

５ この法律において「索道事業」とは、他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の

運送を行う事業をいう。 

 

 

海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立

業及び海運代理店業をいう。 

２ この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送を

する事業で港湾運送事業（港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）に規定す

る港湾運送事業及び同法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同

法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。）以外のものをいい、これ

を定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。 

３ この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程

表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と

貨物定期航路事業とに分ける。 

４ この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船（十三人以上の旅客定員を有す

る船舶をいう。以下同じ。）により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客

定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定
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期航路事業をいう。 

５ この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客

定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範

囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。 

６ この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。 

 

 

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

一 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 

二 小売電気事業 小売供給を行う事業（一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事

業に該当する部分を除く。）をいう。 

三 小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。 

四 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所におい

て、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。 

五 接続供給 次に掲げるものをいう。 

イ 小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以

外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用

に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。 

ロ 電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物（以下この

ロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。）を維持し、及び運用する他の者か

ら当該非電気事業用電気工作物（当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を

有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。）の発電に係る電

気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対

して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること（当該他の者又は当

該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限

る。）。 

六 託送供給 振替供給及び接続供給をいう。 

七 電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに

定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対し

て、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。 

イ 発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電用の電気工作物の発電

に係る電気 

ロ 特定卸供給（小売供給を行う事業を営む者に対する当該小売供給を行う事業の用

に供するための電気の供給であつて、電気事業の効率的な運営を確保するため特に

必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。以下このロに

おいて同じ。）を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気（イに掲げる者にあつて
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は、イに定める電気を除く。） 

八 一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によ

りその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業（発電事業に該当す

る部分を除く。）をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供

給を行う事業（発電事業に該当する部分を除く。）を含むものとする。 

イ その供給区域（離島（その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自

らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経

済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離

島」という。）を除く。）における一般の需要（小売電気事業者又は登録特定送配電事

業者（第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。）から小売

供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。）に応ずる電気の供給を保障するた

めの電気の供給（次項第二号、第十七条及び第二十条において「最終保障供給」とい

う。） 

ロ その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ず

る電気の供給を保障するための電気の供給（以下「離島供給」という。） 

九 一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者を

いう。 

十 送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業

者に振替供給を行う事業（一般送配電事業に該当する部分を除く。）であつて、その事

業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをい

う。 

十一 送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をい

う。 

十二 特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物に

より特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業若しくは一般送配電事業を営

む他の者にその小売電気事業若しくは一般送配電事業の用に供するための電気に係る

託送供給を行う事業（発電事業に該当する部分を除く。）をいう。 

十三 特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項

の規定による届出をした者をいう。 

十四 発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事

業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であ

つて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当

するものをいう。 

十五 発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定によ

る届出をした者をいう。 

十六 電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事

業をいう。 

十七 電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者

及び発電事業者をいう。 
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ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給す

ること（政令で定める簡易なガス発生設備（以下「特定ガス発生設備」という。）におい

てガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガ

スの供給地点の数が七十以上のものに限る。）をいう。 

２ この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業（一般ガス導管事業、

特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。）をいう。 

３ この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。 

４ この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。 

一 ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、

その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供

するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当

該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。 

二 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガ

スを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者の

ガスの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他

の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。 

イ 液化ガス貯蔵設備（液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。）及びガス発生設

備（以下「液化ガス貯蔵設備等」という。）を維持し、及び運用する者 当該液化ガ

ス貯蔵設備等を用いて製造されたガス 

ロ イに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者 当該役務の提供により供

給されたガス 

５ この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によ

りその供給区域において託送供給を行う事業（ガス製造事業に該当する部分及び経済産

業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。）をいい、当該導管によ

りその供給区域における一般の需要（ガス小売事業者から小売供給を受けているものを

除く。）に応ずるガスの供給を保障するための小売供給（以下「最終保障供給」という。）

を行う事業（ガス製造事業に該当する部分を除く。）を含むものとする。 

６ この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第三十五条の許可を受けた者をいう。 

７ この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によ

り特定の供給地点において託送供給を行う事業（ガス製造事業に該当する部分及び経済

産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。）をいう。 

８ この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第七十二条第一項の規定による届出

をした者をいう。 

９ この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵

設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備

が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 

１０ この法律において「ガス製造事業者」とは、第八十六条第一項の規定による届出を
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した者をいう。 

１１ この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス

導管事業及びガス製造事業をいう。 

 

 

医療法（昭和二十三年法律第二百五号） 

 

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人

のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施

設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることがで

きる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければ

ならない。 

２ この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため

医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又

は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 

 

第一条の六 この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法（平成九年法律第

百二十三号）の規定による介護老人保健施設をいう。 

２ この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。 

 

 

港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号） 

 

（定義） 

第二条 この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又

は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。 

２ この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨

物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節

する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾

として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつ

て、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」

とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港

湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港

湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。 

３ この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項又は第八項（これらの規定を第九条第二

項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による同意又は届出があ

つた水域をいう。 

４ この法律で「臨港地区」とは、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二章の規定

により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた

地区をいう。 
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５ この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号

までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げ

る施設をいう。 

一 水域施設 航路、泊地及び船だまり 

二 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう 門、護岸、堤防、突堤

及び胸壁 

三 係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場 

四 臨港交通施設 道路、駐車場、橋梁りよう 、鉄道、軌道、運河及びヘリポート 

五 航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務

通信施設 

六 荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋 

七 旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所 

八 保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設 

八の二 船舶役務用施設 船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設（第十三号に

掲げる施設を除く。）、船舶修理施設並びに船舶保管施設 

八の三 港湾情報提供施設 案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提

供するための施設 

九 港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の

港湾における公害の防止のための施設 

九の二 廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破

砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設（第十三号に掲げる施設を

除く。） 

九の三 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備

のための施設 

十 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利

厚生施設 

十の二 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のた

めの施設（第十四号に掲げる施設を除く。） 

十一 港湾施設用地 前各号の施設の敷地 

十二 移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設 

十三 港湾役務提供用移動施設 船舶の離着岸を補助するための船舶、船舶のための給

水、給油及び給炭の用に供する船舶及び車両並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及

び車両 

十四 港湾管理用移動施設 清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設 

６ 前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものに

ついても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみな

す。 

７ この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工

事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のた

い積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行なうものをい



9 
 

う。 

８ この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法（昭和三十九年法律第百六十

七号）第三条第一項に規定する河川の河川区域（以下単に「河川区域」という。）以外の

水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路を

いい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものと

し、その区域は、政令で定める。 

９ この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主

たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定め

るものをいう。 

１０ この法律で「埠頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設

その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。 

 

 

卸売市場法（昭和四十六年法律第三十五号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料

品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生

活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 

２ この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場で

あつて、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設

を設けて継続して開場されるものをいう。 

３ この法律において「中央卸売市場」とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な

都市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料

品等の卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流

通の改善にも資するものとして、第八条の規定により農林水産大臣の認可を受けて開設

される卸売市場をいう。 

４ この法律において「地方卸売市場」とは、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設

が政令で定める規模以上のものをいう。 

（略） 

 

（中央卸売市場整備計画） 

第五条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、中央卸売市場の整備を図るための

計画（以下「中央卸売市場整備計画」という。）を定めなければならない。 

２ 中央卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、

卸売市場整備基本方針に即するものでなければならない。 

一 生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市で中央卸売市場を開設することが必

要と認められるものの名称 

二 その取扱品目の適正化若しくはその施設の改善を図ること又はその運営の広域化若

しくは地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の名称 
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三 取扱品目の設定又は変更に関する事項 

四 施設の改良、造成、取得又は管理に関する事項 

五 その他中央卸売市場の整備を図るために必要な事項 

３ 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めようとするときは、食料・農業・農村

政策審議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。 

４ 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表

しなければならない。 

５ 前三項の規定は、中央卸売市場整備計画の変更について準用する。 

 

（都道府県卸売市場整備計画） 

第六条 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県における卸売市場の整備

を図るための計画（以下「都道府県卸売市場整備計画」という。）を定めることができる。 

２ 都道府県卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容

は、卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計画に即するものでなければならない。 

一 その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの生鮮食料品等の流通事情に応ずる

卸売市場の適正な配置の方針 

二 その区域における生鮮食料品等の流通事情に応ずる近代的な卸売市場の立地並びに

施設の種類、規模、配置及び構造に関する指標 

三 卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の

品質管理の高度化に関する事項 

四 その他卸売市場の整備を図るために必要な事項 

３ 都道府県は、都道府県卸売市場整備計画を定めようとするときは、当該都道府県の区

域内の地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定

都市に協議しなければならない。 

４ 都道府県は、都道府県卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産

大臣に提出するとともに、その内容を公表しなければならない。 

５ 前三項の規定は、都道府県卸売市場整備計画の変更について準用する。 

 

 

と畜場法（昭和二十八年法律第百十四号） 

 

（定義） 

第三条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 

２ この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するため

に設置された施設をいう。 

３ この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に

十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。 

４ この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。 

５ この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。 
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下水道法（昭和三十三年法律第七十九号） 

 

（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 下水 生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは付随する廃水（以

下「汚水」という。）又は雨水をいう。 

二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠きよ その他の排水施設

（かんがい排水施設を除く。）、これに接続して下水を処理するために設けられる処理

施設（屎し 尿浄化槽を除く。）又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ

施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。 

三 公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 

イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理

する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、か

つ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠きよである構造のもの 

ロ 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水

道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下

水道に接続するもの 

四 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 

イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除

し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域に

おける下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの 

ロ 公共下水道（終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る。）により

排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流する

ために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排

除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの 

 

 

道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号） 

 

（有料道路管理者の行う道路の新設又は改築） 

第十八条 道路管理者（都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条におい

て同じ。）は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであ

り、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は

利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、条例で定めるところにより、当

該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。 

２ 道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した

書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届

け出なければならない。 

一 路線名及び工事の区間 



12 
 

二 工事方法及び工事予算 

三 工事の着手及び完成の予定年月日 

四 収支予算の明細 

五 料金 

六 料金の徴収期間 

 

 

道路法（昭和二十七年法律第百八十号） 

 

（有料の橋又は渡船施設） 

第二十五条 都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、

橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の

期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が

受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収するこ

とができる。 

２ 前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。 

一 その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。 

二 その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであるこ

と。 

三 その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが

著しく困難なものであること。 

３ 道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し

た書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければ

ならない。 

一 工事方法 

二 工事予算 

三 工事の着手及び完成の予定年月日 

四 収支予算の明細 

五 料金 

六 料金徴収期間 

七 元利償還年次計画 

４ 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞

なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣

に届け出なければならない。 

 

 

駐車場法（昭和三十二年法律第百六号） 

 

（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
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ころによる。 

一 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動

車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。 

二 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公

共の用に供されるものをいう。 

 

 

介護保険法（平成九年法律第百二十三号） 

 

第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短

期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定

福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。 

（略） 

 

27 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特

別養護老人ホーム（入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。）

であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基

づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理

及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、

介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上

の世話をいう。 

28 この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身

の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援

が必要である者（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下

この項において単に「要介護者」という。）に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を

行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたも

のをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、

施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練

その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 

29 この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療

養が必要である者（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以

下この項において単に「要介護者」という。）に対し、施設サービス計画に基づいて、療

養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに

日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事

の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護

者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下

における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 
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（略） 

 

（施設介護サービス費の支給） 

第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以下「指定施設サ

ービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービ

ス等に要した費用（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要

する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、

施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の

規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを

受けたときは、この限りでない。 

一 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人福祉施設」という。）

により行われる介護福祉施設サービス（以下「指定介護福祉施設サービス」という。） 

二 介護保健施設サービス 

三 介護医療院サービス 

（略） 

 

（指定居宅サービス事業者の指定） 

第七十条 第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サ

ービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に

係る居宅サービス事業を行う事業所（以下この節において単に「事業所」という。）ごと

に行う。 

（略） 

 

（指定地域密着型サービス事業者の指定） 

第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところによ

り、地域密着型サービス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、

その入所定員が二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者）の

申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域

密着型サービス事業を行う事業所（第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一

項を除き、以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村

長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者（特定地域密着型サービスに係る指

定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている

住所地特例適用要介護被保険者を含む。）に対する地域密着型介護サービス費及び特例地

域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。 

 

（指定介護予防サービス事業者の指定） 

第百十五条の二 第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、

介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予

防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所（以下この節において「事
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業所」という。）ごとに行う。 

（略） 

 

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定） 

第百十五条の十二 第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところに

より、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サ

ービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サ

ービス事業を行う事業所（以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、当該指

定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者（特定地域密着型介

護予防サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象

施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。）に対する地域密着

型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効

力を有する。 

 

 

老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号） 

 

（老人デイサービスセンター） 

第二十条の二の二 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る

者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介

護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認

知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者若しくは第一

号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者その他の政令で定める者

（その者を現に養護する者を含む。）を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定め

る便宜を供与することを目的とする施設とする。 

 

（老人短期入所施設） 

第二十条の三 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保

険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入

所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間

入所させ、養護することを目的とする施設とする。 

 

 

健康保険法（大正十一年法律第七十号） 

 

（指定訪問看護事業者の指定） 

第八十九条 前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を

行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所（以下「訪問看護事業所」という。）ご

とに行う。 

 



地方財政法令における公営企業の範囲①（制定時）

地方財政法施行令 通知、逐条解説等

第１條 地方財政法（以下法という。）第６條の公営企業は、左の
各号に掲げるものとする。
一 軌道事業、地方鉄道事業及び自動車交通事業
二 電気事業
三 ガス事業
四 上水道事業（町村の経営するものを除く。）

《通達》
○ 地方財政法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達（昭和

23年７月７日付け地財委発第300号）
第二
四 企業会計の合理化と企業経営の能率化を確保するため、政令で定める公

営企業については、独立採算制を採用することとしたこと。差し当たりこの企
業の範囲は、(イ)交通事業、(ロ)電気事業、(ハ)ガス事業、(二)都道府県及び
市の経営する上水道事業の４種類に限定したが、将来その範囲を拡張する
ものであること。

《逐条解説等》
○『地方財政法講話』（昭和24年奥野・柴田）
・ 地方財政法施行令は、軌道事業、自動車交通事業、電気事業、ガス事業、
上水道事業（但し、町村の経営するものを除く。）病院事業をその第１條にお
いて規定している。勿論地方公共団体の営む公営企業は、これらの外に極
めて多種多様のものがあるのではあるが、法律は、とりあえずこれらの事業
に限定した。蓋し、過去何十年もの長きに亘って、一般予算経理方式に習熟
してきた地方公共団体に、今直ちにこうした経理方式の採用を強制すること
は、（中略）疑問があるのみならず、規模の小さい団体において行う極めて小
規模の公営企業についてまでもこうした方式を強制することは必ずしも必要
ではないからである。（中略）上水道事業のうちからとくに町村の行う上水道
事業を除外したのは、現実に多くの町村では簡易水道などを一般会計で経
理しているし、然も道路などと同じように使用料もとらず一般税収入で賄って
いるところさえあるのであって、（中略）そのようなやり方の方が実状に即して
いると考えられるからである。

参考資料２

1



地方財政法施行令 通知、逐条解説等

（独立採算制によるべき公営企業等）
第12条 地方財政法（以下「法」という。）第６条第１項の政令で

定める公営企業は、左の各号に掲げるものとする。
一 交通事業
二 電気事業
三 ガス事業
四 水道事業（工業用水を供給することを目的とする事業を含み、

簡易水道事業を除く。）
２ 法第６条第２項の地方公共団体が行う事業のうち政令で定める

ものは、左の各号に掲げるものとする。
一 簡易水道事業
二 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫及び船

舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。）
三 病院
四 市場
五 と畜場
六 観光施設

《通達》
○ 地方財政法第６条第２項の特別会計の実施について（昭和32年７月15日自

丙財発第17号）
二 令第12条第２項に掲げる事業の範囲については、法制定の趣旨にも照し、

次により取扱うべきものであること。
１ 埋立事業とは、売却することを前提とする埋立による土地造成事業をいい、

従って公共用地の造成を目的とする埋立は含まないものであること。
２ 病院とは、一般病院をいい、結核病院、精神病院、性病病院等特殊病院は、

一般病院に併置されていない限りは含まれないものであること。
３ 観光施設とは、観光ホテル等観光の目的のためのみに設けられた施設をい

うものであること。

《逐条解説等》
○ 『昭和32年改正地方財政制度解説』（第６章、pp368-370）
・ これらの事業の範囲について、港湾事業のうち埋立事業とは、売却すること
を前提とする埋立による土地造成事業をいい、公共用地の造成を目的とする
埋立は含まないし、病院とは、一般病院をいい、結核病院、精神病院、性病
病院等特殊病院は、一般病院に併置されていない限りは、含まないものとし
て取り扱うべきものとされているが、政令が、古来その事業の性質上その経
費の八割がその事業に伴う収入でまかなわれるべきものについて指定して
いる以上、事業の性質とから本来そのような独立採算制に準じた運営の余地
が殆んど考えられない公共用地造成のための埋立事業や、結核病院、精神
病院等が除外せられるとするのは当然である。

地方財政法令における公営企業の範囲②（昭和32年改正）
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地方財政法施行令 通知、逐条解説等

（独立採算制によるべき公営企業等）
第12条 地方財政法（以下「法」という。）第６条第１項の政令で

定める公営企業は、左の各号に掲げるものとする。
一 交通事業
二 電気事業
三 ガス事業
四 水道事業（工業用水を供給することを目的とする事業を含み、

簡易水道事業を除く。）
２ 法第６条第２項の地方公共団体が行う事業のうち政令で定める

ものは、左の各号に掲げるものとする。
一 簡易水道事業
二 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫及び船

舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。）
三 病院
四 市場
五 と畜場
六 観光施設
七 宅地造成事業（土地区画整理事業として行われるものに限

る。）

《国会審議録》
○ 第31回国会地方行政委員会第８号（昭和34年２月５日）

奥野政府委員（財政局長）
・（昭和34年度地方債計画について）準公営企業分では、総額が百十八

億円で、前年よりも三十八億円の増加となっておるわけで、港湾整備
事業について十一億円、簡易水道事業四億円、屠場事業はそのままで
ありますが、宅地造成事業で三億円の増加というようにいたしておる
わけでございます。区画整理等が行われます場合に、保留地の売却等
が行われますまで、ある程度の資金を必要とするわけでございますの
で、今回新たに宅地造成事業というような項目を準公営企業に立てま
して、この程度の額を予定いたしまして、そうして区画整理等の事業
の振興を助成したい、かように考えておるわけでございます。

○ 第31回国会地方行政委員会第７号（昭和34年２月10日）
奥野政府委員（財政局長）

・ 準公営企業分、これは、従来収益事業分と呼んでおつたのでありま
すが、どうもこの言葉がなじめませんので、準公営企業分というよう
な表現を使いたいと考えておるわけでございます。百十八億円で、三
十三年度よりも三十八億円の増加、こういうことになるわけでござい
ます。港湾整備事業が四十五億円で、十一億円の増、浚渫に伴います
ところの土地造成が主体になっておるわけでございます。簡易水道が
二十五億円で、四億円の増加、屠場事業が前年通り五億円、六大都市
分の下水道事業が四十億円で、政府資金が二十二億円、公募資金十八
億円ということにしておるわけでございます。前年に比べまして、二
十億円という大幅な増額をはかつておるわけでございます。宅地造成
事業、これは、区画整備などを行います場合に、私有地の売却がおく
れますので、その間起債でつなぎ事業で、区画整理の進捗をはかりた
いというのがねらいでございます。新たにこういう項目を設けまして、
そういう都市の事業の進捗をお助けしたい、かように考えておるわけ
でございます。

地方財政法令における公営企業の範囲③（昭和34年改正）

3



地方財政法施行令 通知、逐条解説等

（独立採算制によるべき公営企業等）
第12条 地方財政法（以下「法」という。）第６条第１項の政令で

定める公営企業は、左の各号に掲げるものとする。
一 交通事業
二 電気事業
三 ガス事業
四 水道事業（簡易水道事業を除く。）
五 工業用水道事業

２ 法第６条第２項の地方公共団体が行う事業のうち政令で定める
ものは、左の各号に掲げるものとする。
一 簡易水道事業
二 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫及び船

舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。）
三 病院
四 市場
五 と畜場
六 観光施設
七 宅地造成事業（土地区画整理事業として行われるものに限
る。）
八 公共下水道事業

《通達》
○ 地方財政法施行令及び地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する政

令の施行について（昭和35年７月19日自治乙財発第４号自治事務次官通知）
第一 地方財政法施行令に関する事項
１ 地方財政法（以下第一において「法」という。）第６条第１項の規定により、

特別会計を設け経理を行うべき企業のうち、水道事業から工業用水道事業を分離
するとともに、公共下水道事業を新たに法第６条第２項に規定する準公営企業に
加えることとしたこと（令12条）。公共下水道事業とは、下水道法第２条第３号
にいう公共下水道に関する事業をいうものであるが、公共下水道の建設にあたっ
ては、相当額の一般財源の繰り入れを予想しているものであること。なお、下水
道事業の一般的な考え方については別途通知する予定であること。

《行政実例》
○ 公営企業に含まれるものの範囲（昭和35年９月24日付け鹿児島県土木部長宛て

財政課長回答）
問 当県において経営している（略）渡船については、（略）海上運送法が適用

され、その手続きを要するものとされているが、これに伴い、地方財政法施行
令第12条第１項第１号の「交通事業」の中に渡船事業も含まれるか。

答 当該事業に要する経費の相当部分を賄うため、料金を徴収して行なう渡船事
業等は、地方財政法施行令第12条第１項第１号（現行第12条第３号）の交通事
業等に含まれると解する。

《逐条解説等》
○ 『地方財務』昭和35年９月号 P22～P23
・ 今回の改正によって、上水道事業と工業用水事業を分離した所以は、最近の

ように各地において工場誘致が活発に行われ、多量の工業用水の需要が生じて
くると、従来まで上水道と工業用水道とを分離していなかった水道事業につい
て、工業用水道が上水道から独立して設置されることとなり、工業用水道自体
が上水道事業とは概念的にも異なった独立の地位を占めてくることとなる。ま
た、その建設・経営についても、それ自体独立採算によるのが企業経営の合理
化の点からも必要であるからである。

・ （略）今回これに公共下水道事業が加えられたのである。ここでいう公共下
水道事業とは、下水道法第２条第３号にいう公共下水道に関する事業を指すの
であり、公共下水道とは、下水道法の定義によれば「主として市街地における
下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が設置する下水道で、下水を
排除すべき区域が政令で定める規模以上のもの（政令によれば面積が20㏊以上
のもの）又は終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施
設の相当部分が暗渠である構造のもの」であり、都市下水路と概念的に区別さ
れている。

地方財政法令における公営企業の範囲④（昭和35年改正）
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地方財政法施行令 通知、逐条解説等

（独立採算制によるべき公営企業等）
第12条 法第６条第１項の政令で定める公営企業は、左の各号に掲

げるものとする。
一 交通事業
二 電気事業
三 ガス事業
四 水道事業（簡易水道事業を除く。）
五 工業用水道事業

２ 法第６条第２項の地方公共団体が行う事業のうち政令で定める
ものは、左の各号に掲げるものとする。
一 簡易水道事業
二 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫及び船

舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。）
三 病院
四 市場
五 と畜場
六 観光施設
七 宅地造成事業
八 公共下水道事業

※ 第２項第７号の宅地造成事業について「（土地区画整理事業と
して行われるものに限る。）」が削除されている。

《通知》
○ 地方財政法の一部を改正する政令等の施行について（昭和37年２月15

日付け自治乙財発第２号自治事務次官通知）
・ (略)昭和37年度以降は土地区画整理事業として行われる宅地造成事

業以外の宅地造成事業についても、特別会計を設けてその経理を明ら
かにしなければならないこととなつたので、(略)地方公共団体におい
ては、特に御留意のうえ、遺憾のないよう措置されたい。

《逐条解説等》
○ 『昭和37年改正地方財政詳解』Ｐ275
第４章 昭和37年度地方債計画と許可方針
３ 事業別地方債計画と概要（３）準公営企業債 （オ）宅地造成事業

・(略)従来の宅地造成事業債は、土地区画整理事業に限定し、枠外の交
付公債で一般宅地造成事業を取り扱つてきたが、本年度からは、港湾整
備事業費債による臨海工業地帯の造成事業との均衡を考慮して内陸工業
地帯の造成をも考慮することとして、宅地造成事業全般に範囲を拡張す
ることとした。（略）宅地造成事業債が土地区画整理事業債に限定しな
くなつたことに伴い、地方財政法施行令の第12条第２項が一部改正され
て、従来地方財政法第６条第２項の地方公共団体の事業のうち主として
その経費を当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので、その経理
を特別会計を設けて行なわなければならない事業に宅地造成事業が全部
含まれることになつた。

地方財政法令における公営企業の範囲⑤（昭和37年改正）
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地方財政法施行令 通知、逐条解説等

（独立採算制によるべき公営企業等）
第12条 法第６条第１項の政令で定める公営企業は、第１号から第
７号までに掲げる事業で常時雇用される職員の数が20人未満のもの
及び第８号に掲げる事業とする。
一 水道事業
二 工業用水道事業
三 軌道事業
四 自動車運送事業
五 地方鉄道事業
六 電気事業
七 ガス事業
八 軌道事業、自動車運送事業及び地方鉄道事業以外の交通事業

２ 法第６条第２項の地方公共団体が行なう事業のうち政令で定め
るものは、次に掲げる事業で常時雇用される職員の数が100人未満
のものとする。
一 簡易水道事業
二 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫及び船

舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。）
三 病院
四 市場
五 と畜場
六 観光施設
七 宅地造成事業
八 公共下水道事業

《国会審議録》
○ 第43回国会地方行政委員会第25号（昭和38年６月４日）

吉瀬宏説明員（公営企業課長）
（地方公営企業の範囲について政令で定める事業について回答）
・政令で定める事業といたしましては、現在の地方財政法施行令第12条

第２項にあげているような事業－病院とか、と畜場とか、あるいは公共
下水道事業とか、その他いわゆる準公営企業と考えられる事業を予定し
ております。（地方財政法と公営企業法の各規定で事業の内容にずれが
生じているとの指摘を受け）この従前の規定と今度の規定につきまして
は、今度の地方公営企業法の規定の改正で、地方公営企業法の適用を受
けるような企業につきましては、こちらの方で規定して参るということ
で、その間、地方財政法のほうにおきましても特別会計を設けて行なう。
それからいわゆる独立採算の規定を設けるというような規制をいたして
いるわけでございますが、その間の区分をここではっきりするというこ
とで、今度のこの改正で地方財政法の第６条の改正規定を設けた、こう
いうことにいたしているわけでございます。

《逐条解説等》
○ 『地方財政法逐条解説』（S41,佐々木） Ｐ85

・本条においては、地方公営企業法が法律上当然には適用されない公営
企業及び準公営企業について、その経理は特別会計を設けて行ないさら
に前者については独立採算を建前とすべき旨を規定している。

○『地方財政』昭和39年11月 地方財政法逐条解説（第９回）Ｐ103
・２ 本条の規定は地方公営企業法第２条第１項から第３項までの規定

により同法の全部の規定又は同法財務規定等の全部若しくは一部の規定
の適用を当然に受ける地方公営企業等については、適用されない。地方
公営企業法の財務規定等の全部又は一部の適用を受ける限り、本条の要
求する特別会計の設定（同法17）及び独立採算性の原則（同法17の２）
は満足されている筈のものだからである。

地方財政法令における公営企業の範囲⑥（昭和38年改正）
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地方財政法施行令 通知、逐条解説等

（独立採算制によるべき公営企業等）
第12条 法第６条第１項の政令で定める公営企業は、第１号から第
７号までに掲げる事業で常時雇用される職員の数が20人未満のもの
及び第８号に掲げる事業とする。
一 水道事業
二 工業用水道事業
三 軌道事業
四 自動車運送事業
五 地方鉄道事業
六 電気事業
七 ガス事業
八 軌道事業、自動車運送事業及び地方鉄道事業以外の交通事業

２ 法第６条第２項の地方公共団体が行なう事業のうち政令で定め
るものは、次に掲げる事業で常時雇用される職員の数が100人未満
のものとする。
一 簡易水道事業
二 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫及び船

舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。）
三 病院
四 市場
五 と畜場
六 観光施設
七 宅地造成事業
八 公共下水道事業

《通知》
○ 地方財政法施行令第12条第２項第３号に掲げる病院事業の取扱いについ

て（昭和40年６月15日付け自治財第61号財政局長通知）
・ （略）この限りにおいて昭和32年７月15日付自丙財発第17号自治庁財政部

長通知を変更したことを申し添える。
地方財政法施行令第12条第２項第３号に掲げる病院事業は、原則として

医療法に係る事業をいうものであること。ただし、以上にいう病院事業に該
当するものであっても、主として一般行政上の目的から経営しているもの、
たとえば、大学附属病院、独立の伝染病院等は含まないものであること。

《行政実例》
○ 病院事業の範囲の疑義について（昭和40年６月16日付自治企第112号北海

道総務部長宛て自治省公営企業課長回答）
問 地方財政法施行令第12条第２項第３号及び地方公営企業法施行令第１

条第１項第三号に規定する病院事業には独立の結核病院（療養所）及び
精神病院が含まれるものと解してよろしいか。

答 お見込みのとおり。

地方財政法令における公営企業の範囲⑥（昭和38年改正）
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地方財政法施行令 通知、逐条解説等

（公営企業）
第12条 法第６条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とす
る。
一 水道事業
二 工業用水道事業
三 交通事業
四 電気事業
五 ガス事業
六 簡易水道事業
七 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫及び船

舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。）
八 病院事業
九 市場事業
十 と畜事業
十一 観光施設事業
十二 宅地造成事業
十三 公共下水道事業

《逐条解説等》
○ 『地方財政法逐条解説』（Ｓ51,石原）Ｐ82
・ 本条は、昭和41年に改正され、従前の「公営企業」と「準公営企業」に区分し
ていたものを公営企業として統合したものである。すなわち、改正前の規定に
おいては、両者とも特別会計を設けて処理しなければならないが、「公営企
業」についてのみ独立採算制を経営の基本原則とすべきものとしていた。そ
れが、昭和41年の改正において、負担区分の考え方を導入した上で、すべて
の公営企業について独立採算制を経営の基本原則とすることとなったもので
ある。

地方財政法令における公営企業の範囲⑦（昭和41年改正）
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地方公営企業法令における公営企業の範囲①（制定時）

地方公営企業法 地方公営企業法施行令 通知、逐条解説等

（この法律の適用を受ける企業の範囲）
第２條 この法律は、地方公共団体の経営

する企業のうち左の上欄に掲げる事業
（これらに附帯する事業を含む。）で、
常時雇用される職員の数がそれぞれその
下欄に掲げる数以上のもの（以下「地方
公営企業」という。）に適用する。

２ 地方公共団体は、政令で定める基準に
従い、條例で定めるところにより、地方
公共団体の経営する地方公営企業以外の
企業に、この法律の規定の全部又は一部
を適用することができる。

（地方公営企業法の適用）
第１條 地方公共団体は、その経営する地

方公営企業法（以下「法」という。）第
２條第１項の表の上欄に掲げる事業でそ
の常時雇用される職員の数がそれぞれ同
表の下欄に掲げる数に満たないもの又は
地方競馬事業、自転車競走事業、モー
ターボート競走事業その他主としてその
経費を当該企業の経営に伴う収入（地方
債による収入を含む。）をもつて充てる
ものについて、條例で定めるところによ
り、法の規定の全部又は法第２章及び第
４章を除く法の規定（以下「法の規定の
一部」という。）を條例で定める日から
適用することができる。

《通達》
○ 地方公営企業法及び同法施行に関する命令
の実施についての依命通達（昭和二七年九月二
九日自乙発第二四五号自治庁次長通知）

３ 本法の適用を受ける企業の範囲

(２) 前表の上欄の事業は原則として水道条例、
軌道法、道路運送法、地方鉄道法、公益事業
令にいうそれぞれの事業を意味するもので
あって、水道事業には下水道事業は含まれな
いが、所謂上水道事業のほか、工業用水供給
事業をも含み、また無軌道電車事業の如き軌
道法準用事業は軌道事業に含めて解すべきも
のであること。

(７) （略）この場合において企業とは、施行
令第１条に例示されているものに準ずる純粋
に経済的なものを予想しており、且つ、「主
として」その経費を当該企業の経営に伴う収
入をもって充てるものとは、当該企業に料金
その他の収入があり、地方債を除く収入で経
常費の概ね７，８０パーセント程度を賄い得
るものをいうのであるが、これら程度内のも
のであっても法の趣旨に照らし、可及的に経
済的に自立し得るものに限る趣旨であるから、
条例で法の規定の全部又は１部を適用しよう
とする場合には、よく当該事業の実態を判断
し、慎重に取り扱う必要があること。

水 道 事 業 50人

軌 道 事 業 100人

自 動 車 運 送 事 業 100人

地 方 鉄 道 事 業 100人

電 気 事 業 30人

ガ ス 事 業 30人

水道事業 50人 地方鉄道事業 100人
軌道事業 100人 電気事業 30人
自動車運送事業 100人 ガス事業 30人

参考資料３
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地方公営企業法 地方公営企業法施行令 通知、逐条解説等

《通知》
○ 地方公営企業法第二条第一項の表の上欄に
掲げる事業について（昭和二八年十月十六日自
乙発第七三五号自治庁次長通知）

一 地方公営企業法（以下「法」という。）第
二条第一項に規定する水道事業、軌道事業、
自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業及
びガス事業とは、原則として水道条例（明治
二三年法律第九号）、軌道法（大正一〇年法
律第七六号）、道路運送法（昭和二六年法律
第一八三号）、地方鉄道法（大正八年法律第
五二号）及び電気及びガスに関する臨時措置
に関する法律（昭和二七年法律三四一号）に
よつて効力を有する旧公益事業令（昭和二五
年政令第三四三号）にいうそれぞれの事業を
意味するものであるが、（略）

《逐条解説等》
○『地方公営企業法解説』（昭和27年 地方財政
協会）P28～29
一 地方公営企業の定義

（略）本法第二條第一項で地方公営企業と
銘打つているものは、水道事業、軌道事業、
自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業、
ガス事業であつて、常時雇用される職員の数
が、水道事業にあつては五十人以上、軌道事
業、自動車運送事業及び地方鉄道事業にあつ
ては百人以上、電気事業及びガス事業にあつ
ては三十人以上の規模の事業で、地方公共団
体の経営する企業をいうのである。これらの
事業であつても、前述の規模に達せぬもの及
びこれらの事業以外の事業は、たとえ地方公
共団体によつて経営せられていても、地方

地方公営企業法令における公営企業の範囲①（制定時）
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地方公営企業法 地方公営企業法施行令 通知、逐条解説等

公営企業とは呼ばないのである。地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第五條第一項
においては交通事業、ガス事業、水道事業そ
の他地方公共団体の行う企業を公営企業と定
義づけているのであるが、本法の地方公営企
業は、これよりも範囲が狭いのである。

二 各事業の定義
前述の六種類の事業が具体的にいかなるも

のであるか定義は本法では定義していないの
であるが本法制定の理由の一つが、会計経理
の面において、地方自治法、地方財政法等と
各事業法の要求とを一元化しようとするとこ
ろにある以上、原則として、それと同一の意
味において使用されていると考えられるべき
であり、立案の際の考えもそのようであつた
のである。そのように解すると次のようであ
る。
水道事業とは、水道條例（明治二十三年法

律第九号）の定めるところにより、市町村の
住民の需要に応じ、給水の目的で、水源地、
貯水地、濾水場、喞水場、水道路線その他を
布設し、経営せられる事業をいうのである。
下水道事業は、下水道法（明治三十三年法律
第三十二号）により規制せられ、水道事業と
はいいえないので当然入らぬが、前述の水道
事業に対し源水を供給する事業、鉱工業用水
を供給する事業、船舶に用水を供給する事業
等はどうであろうか。さきに国会に提案され
審議未了となつた議員立法の水道法案によれ
ば、前述の事業は水道事業に入ることに明示
されているが、現行法のもとでも含めて解す
べきものである。

地方公営企業法令における公営企業の範囲①（制定時）
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軌道事業とは、軌道法の定めるところによ
り、一般交通の用に供するために軌道を敷設
して経営せられる運輸事業であり、軌道は特
別の事由ある場合を除いては、道路に敷設す
るものとせられ、且つ、その動力及び軌間に
ついては特別の制限規定はない。市街の路面
を走つている電車事業は普通これに入るので
ある。同法が準用せられている無軌條電車事
業は含まれると解する。
自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、

自動車を使用して有償で旅客又は貨物を運送
する事業をいい、その事業の経営に関しては
道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三
号）により規制せられる。
地方鉄道事業とは、地方鉄道法（大正八年

法律第五十二号）の定めるところにより、公
衆の用に供するために鉄道を敷設して経営す
る運輸事業であり、且つ、軌道事業と異なる
点は人力又は馬力その他これに類するものを
動力とすることができず、その軌間は原則と
して三尺六寸とされ、特別の必要ある場合を
除ては道路に敷設することができない旨の制
限がある点である。
電気事業とは、一般需要に応じて電気を供

給する事業又はこれに電気を供給することを
主たる目的とする事業をいい、公益事業令
（昭和二十五年政令第三百四十三号）によつ
て規制せられる。
ガス事業とは、一般の需要に応じて導管に

より、ガスを供給する事業、又はこれにガス
を供給することを主たる目的とする事業をい
い、公益事業令によつて規制せられる。
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○『地方公営企業法関係実例集』（昭和32年
地方財務協会）P4～7

六 下水道事業の法適用について
答 法第二条には水道事業は常時雇用職員が五

十人以上であれば、法の当然適用対象とな
り、五十人未満であれば条例適用となる旨
を定めているが、この場合水道事業とは所
謂上水道事業、工業用水供給事業及び船舶
給水事業を意味するものであり、下水道事
業を含まない。又同条の「これらに附帯す
る事業」の中に含まれると解することも無
理である。
従つて、下水道事業に法を適用するには、

法第二条第二項の規定によらなければなら
ないが、此の場合には「主としてその経費
を当該企業の経営に伴う収入を以て充て
る」ものに限られている。
（令第一条）ここにこれらの事業は、令第

一条に例示されているものに準ずる純粋に
経済的なものが予想されており、又主とし
て経営収入を以て経費を充てるとは、当該
企業に料金その他の収入があり、地方債を
除く収入で、経常費の概ね七、八〇％程度
を賄いうるものをいうものであり、可及的
に経済的に自立し得るものに限る趣旨であ
る。
従つて、条例で法の規定の全部又は一部を

適用しようとする場合には、よく当該下水
道事業の実態を判断し慎重に取り扱う必要
がある。

地方公営企業法令における公営企業の範囲①（制定時）
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七 公営企業法の適用を受ける事業の範囲につ
いて
答 地方自治法第二条第三項第三号を規定する

企業は、その性質が本来特に企業性を有す
るものを例示したのであつて、地方公営企
業法第二条第一項の表の上欄に規定するも
のと概ね同趣旨のものである。
地方公営企業法第二条第二項に規定する企

業については特に事業の名称をもつて範囲
を明らかにされていないが、その経営内容
から判断すべきであり、主としてその経費
を当該企業の経営に伴う収入をもつて充て
るもの即ち、その経営費用中七、八〇パー
セント程度を当該企業の使用料等（地方債
を除く。）の収入で賄い得るものをいうも
のと解する。

従つて、病院等の事業についても、前記
条件に合致するときは、病院事業として地
方公営企業法の全部又は一部を適用するこ
とができる。この場合においては地方自治
法第二条第三項第六号の規定により当該地
方公共団体が処理する病院の管理事務等に
対して地方公営企業法の規定が適用される
ものと解する。

地方公営企業法令における公営企業の範囲①（制定時）

6



地方公営企業法 地方公営企業法施行令 通知、逐条解説等

八 公益質屋の法適用について
答 公益質屋事業については、法第二条第二項

及び令第一条の規定により条例によつて法
を適用することを妨げるものではないが、
令第一条の趣旨に鑑み、事業の実態を判断
の上慎重に取り扱われたい。

九 菊人形展と地方公営企業法の適用
答 令第一条は、条例で法を適用し得る事業の

範囲を定めているのであるが、この規定の
趣旨は、同条に例示されているものに準ず
る経済的なもので、且つ、企業として長期
に亘つて経営されるものを想定しているこ
とは勿論であるので、菊人形展の如き一時
的なものは適当とは考えられず、又法適用
の実益も認められない。
人形展が常設劇場の如き常設のものであり

長期的継続的なものである場合には、令第
一条の趣旨に照し、当該事業の実態を判断
の上、慎重に決定すべきものであると考え
られる。
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（この法律の適用を受ける企業の範囲）
第２条 この法律は、地方公共団体の経営

する企業のうち左の上欄に掲げる事業
（これらに附帯する事業を含む。以下同
じ。）で、常時雇用される職員の数がそ
れぞれその下欄に掲げる数以上のもの
（以下「地方公営企業」という。）に適
用する。

（地方公営企業法の適用）
第１条 地方公共団体は、地方公営企業法
（以下「法」という。）第２条第２項の規
定により同項に規定する財務規定等（以下
「財務規定等」という。）が適用される事
業について、条例で定めるところにより、
財務規定等を除く法の規定を、条例で定め
る日から適用することができる。

２ 地方公共団体は、法第２条第１項の表
の上欄に掲げる事業（以下「法定事業」と
いう。）でその常時雇用される職員の数が
20人未満のもの又は地方財政法施行令（昭
和23年政令267号）第12条第２項各号に掲
げる事業その他主としてその経費を当該企
業の経営に伴う収入をもつて充てるものに
ついて、条例で定めるところにより、法の
規定の全部又は財務規定等を、条例で定め
る日から適用することができる。

《通達》
○ 地方公営企業法の一部を改正する法律等の
施行についての依命通達（昭和三十五年六月十
四日自治乙企発第一号自治事務次官通達）

第一 地方公営企業法の適用を受ける企業の範
囲に関する事項

一 従来地方公営企業法（以下「法」とい
う。）において、工業用水道事業は水道事業
に含まれていたが、これを分離し、地方公共
団体の経営する工業用水道事業のうち常時雇
用される職員の数（以下「職員数」とい
う。）が三十人以上のものについては、法の
規定の全部を適用するものとしたこと（一部
改正法による改正後の法（以下「新法」とい
う。）第二条第一項）。

二 法の規定の全部の適用を受ける企業（水道
事業、工業用水道事業、軌道事業、自動車運
送事業、地方鉄道事業、電気事業及びガス事
業（以下「法定事業」という。）で、職員数
がそれぞれ水道事業にあつては五十人、工業
用水道事業、電気事業及びガス事業にあつて
は三十人並びに軌道事業、自動車運送事業及
び地方鉄道事業にあつては百人（以下これら
を「法定数」という。）以上のもの）のほか、
法定事業であつて職員数が法定数未満二十人
以上のものについては、その合理的、かつ、
能率的な運営を助長するため、新法第三条か
ら第六条まで、第十七条から第三十五条まで、
第四十条から第四十一条まで及び附則第二項
から附則第四項までの規定（以下「財務規定
等」という。）を適用するものとしたこと
（新法第二条第二項）。

水 道 事 業 50人

工 業 用 水 道 事 業 30人

軌 道 事 業 100人

自 動 車 運 送 事 業 100人

地 方 鉄 道 事 業 100人

電 気 事 業 30人

ガ ス 事 業 30人

地方公営企業法令における公営企業の範囲②（昭和35年改正）
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２ 前項に定める場合を除くほか、次条か
ら第６条まで、第17条から第35条まで、第
40条から第41条まで及び附則第２項から附
則第４項までの規定（以下「財務規定等」
という。）は、地方公共団体の運営する企
業のうち前項の表の上欄に掲げる事業で、
常時雇用される職員の数がそれぞれ20人以
上同表の下欄に掲げる数未満のものに適用
する。

３ 前２項に定める場合のほか、地方公共
団体は、政令で定める基準に従い、条例で
定めるところにより、当該地方公共団体の
経営する地方公営企業以外の企業に、この
法律の規定の全部又は一部を適用すること
ができる。

三 法の規定の全部が当然に適用されることと
なる企業のほか、地方公共団体は、条例の定
めるところにより、財務規定等が当然に適用
される企業について財務規定等を除く法の規
定を、法定事業であつて職員数が二十人未満
のもの及び地方財政法施行令第十二条第二項
各号に掲げる事業その他主としてその経費を
当該企業の経営に伴う収入をもつてあてるも
のについて法の規定の全部又は財務規定等を
適用することができるものとしたこと（新法
第二条第三項及び一部改正令による改正後の
地方公営企業法施行令（以下「新令」とい
う。）第一条）。なお、これらの事業は合理
的な運営をはかるために、その実情を勘案の
うえ、事情の許すかぎり財務規定等を適用し
て企業会計方式によつて経理することが望ま
しいものと考えられること。

《逐条解説等》
○『地方公営企業法逐条解説』（昭和43年・関

根則之）P8
二 昭和三十五年の改正

地方公営企業法の一部を改正する法律（昭
和三十五年四月三十日法律第七十号）による
改正であり、その主な内容は次のとおりであ
る。

(1) 工業用水道事業を水道事業から分離して独
立の法定事業としたこと。

(2) 法定事業で、常時雇用する職員の数が法定
数未満二十人以上のものについて財務規定
等を適用する制度を新設したこと。

地方公営企業法令における公営企業の範囲②（昭和35年改正）
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○『改訂６版 地方公営企業関係実例集』（昭
和63年・地方公営企業制度研究会） P19～
24

・広域簡易水道事業（新潟県）
問 広域簡易水道は、法にいう水道事業に含ま

れるか。
答 お見込みのとおり。
・索道事業（青森県）
問 法第二条第一項の法定事業の中には、索道

事業も含むのかどうか。含むとすればどの事
業に含まれるのか、またその根拠は何か。

答 索道事業は、索道規則によつて規制される
事業であり、その態様も地方鉄道法にいう地
方鉄道ではないので、基本通達第一、三、
（二）に示されているとおり、法定事業に含
まれない。
（注） 昭和六十二年四月一日に鉄道事業法
（法律第九十二号）が施行されたことに伴い、
地方鉄道事業法及び索道規則は廃止され、索
道事業は鉄道事業法の中に規定が設けられた
が、索道事業の地方公営企業法上の取扱いは
従前と異なるものではない。

・スキーリフト事業（栃木県）
問 スキーリフト事業は、軌道事業として法適

用になるか。
答 スキーリフト事業は索道事業であり、法定

事業に含まれない。
・病院事業に対する法の適用（横須賀市）
問１ 伝染病予防法に基づく独立した伝染病院

についても財務規定等が適用されるのか。
問２ 市立の総合病院、結核療養所及び伝染病

院を各独立して設置しているが、法の適用を

地方公営企業法令における公営企業の範囲②（昭和35年改正）
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受ける場合その全部をあわせて適用するのか。
答１ 適用されない。
２ 総合病院及び結核療養所について、あわ
せて一の病院事業として法の規定が適用され
る。

・伝染病院に対する法の適用（広島県上下病
院）

問 一部事務組合で設立している伝染病院は、
法の改正により法の適用を受けることになる
のか。

答 総合病院の附帯事業として伝染病院を経営
している場合を除き、法の規定の当然適用の
対象とならない。

・国保直営病院に対する法の適用（平戸市）
問 国保直営病院は法の適用を受けるか。
答 お見込みのとおり。
・病院事業に対する法の適用（指定都市）
問 二以上の病院を経営する場合、それぞれの

病院をそれぞれ独立した病院事業と考えるべ
きか、又は包括的に一の病院事業と考えるべ
きか。

答 後段お見込みのとおり。
・附属診療所の法適用（質疑応答）
問 従来、一般会計で運営していた診療所を病

院の附属診療所として運営することとした場
合、この診療所については、地方公営企業法
の財務規定等が当然に適用されるのか。

答（1) 病院事業は、企業としての経営の実態
を有するものであることから、これを能率的に
経営するとともに経営の状況、財政の状態を明
らかにするためには、その経理を企業会計方式
によつて処理することが望ましいものである。

地方公営企業法令における公営企業の範囲②（昭和35年改正）
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そこで、病院事業であれば、その規模の大小
にかかわらず地方公営企業法（以下「法」と
いう。）の規定のうち、財務規定等が当然に
適用されることとなつている（法第二条第二
項）。
しかし、水道事業等の法定事業に比べると、

病院事業は保健衛生行政や民生行政等の一般
行政との関係が密接であるので、事業の管理
組織は、一般行政組織の一環として取り扱う
のが適当な場合が多いものと考えられ、その
ため、法の規定のうち管理組織及び職員の身
分取扱に関する規定は当然には適用されない
ものとなつている。もちろん、実態に応じて、
条例により任意で、管理組織等に関する規定
を適用することはできるものである（法第二
条第三項）。

(2)法第二条第二項では「財務規定等を、地方
公共団体の経営する企業のうち病院事業に適
用する。」とされている。
ここで「病院事業」とは医療法第一条第一

項にいう病院の施設の建設及び運営に係る事
業をいうものであり、したがつて病床数が二
〇床以上の「病院」が財務規定等の当然適用
の対象となるものである。なお、財務規定等
の当然適用は、地方公共団体の経営する「企
業」を対象にするものであるから、医療法上
の病院であつても、一般行政上の目的から経
営し、その経費を通常診療報酬でまかなうこ
とが予想されないものについては、財務規定
等が当然には適用されるものではない。

(3)以上のことから、病床数が二〇床未満であ
る「診療所」（医療法第一条第二項）の施設
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の建設及び運営に係る事業は、財務規定等が
当然に適用される「病院事業」にはあたらず、
法の適用は任意になされるものである。しか
しながら、特に、医療及び経営が親病院の経
営の一環として行われる附属診療所等につい
ては、当該診療所の経営の効率性や経理の明
確化等の見地から親病院とともに法を適用し
運営することができるものであるし、
また、一般的にも、そうすることが望ましい
といえる。ただし、こうした診療所への法の
適用は、あくまで、経営主体である地方公共
団体が、運営の実態をふまえて、自主的に選
択すべきものであつて、法の適用を行うにつ
いては、条例で規定することが必要なもので
ある。

・一般乗合事業と貸切事業の区分（苫小牧市）
問 自動車運送事業会計規則によれば、バス事

業は、一般乗合事業と貸切事業に区分して会
計整理を必要とするが、地方公営企業法にお
いても両者は別個の事業として予算決算共に
各別に整理するものであるか。

答 法第二条に掲げる事業は、自動車運送事業
として一の事業であり、設問のごとく各別に
経理する必要はない。但し事業法は排除した
ものではないから、諸報告作成のため両者は
区分整理して置くことが適当である。

○『地方財政 地方公営企業法（第２回）』
（昭和37年２月 立田公営企業課長） P105

（二）第２項
１ 本項は、法の規定のうち財務関係規定が当

然に適用されるものを規定している。（略）

地方公営企業法令における公営企業の範囲②（昭和35年改正）
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地方公営企業法 地方公営企業法施行令 通知、逐条解説等

これら財務規定等が当然に適用されるものは、
第１項により法の規定の全部が当然に適用さ
れるものの次に位する規模のものといえよう。
すなわち、(1)水道事業にあつては常時雇用
される職員の数が50人未満20人以上、(2)工
業用水道事業、電気事業及びガス事業にあつ
てはそれぞれ30人未満20人以上、(3)軌道事
業、地方鉄道事業及び自動車運送事業にあつ
てはそれぞれ100人未満20人以上のものである。

２ 本項は、昭和35年法律第70号による一部改
正で新設され、昭和36年4月1日から施行され
たものである。本項が新設されるまでは、い
うまでもなく、第１項の各事業につき法定数
未満の職員数を有する規模のものは、法の適
用に関しては任意とされていたものであるが、
その合理的、かつ、能率的な運営を助長する
ためには、少なくとも職員数20人までの中規
模程度のものにも法で定める企業会計方式を
積極的に採用することとしたのである。もち
ろん、これら規模のものに法の規定の全部を
直ちに当然適用しないまでも、少なくとも法
の財務規定等を適用することは適当であるば
かりでなく必要なことである。したがつて、
これら財務規定等が当然適用される規模のも
のについても、後述のとおり、財務規定等以
外の法の規定を適用することができる。なお、
この場合においても、第４章で述べるとおり、
地方公営企業労働関係法（昭和27年法律第
298号）の適用があることに注意を要する。

地方公営企業法令における公営企業の範囲②（昭和35年改正）
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（この法律の適用を受ける企業の範囲）
第２条 この法律は、地方公共団体の経営
する企業のうち左の上欄に掲げる事業（こ
れらに附帯する事業を含む。以下同じ。）
で、常時雇用される職員の数がそれぞれそ
の下欄に掲げる数以上のもの（以下「地方
公営企業」という。）に適用する。

２ 前項に定める場合を除くほか、次条か
ら第６条まで、第17条から第35条まで、第
40条から第41条まで及び附則第２項から附
則第４項までの規定（以下「財務規定等」
という。）は、地方公共団体の運営する企
業のうち前項の表の上欄に掲げる事業で、
常時雇用される職員の数がそれぞれ20人以
上同表の下欄に掲げる数未満のものに適用
する。

（指定事業）
第１条 地方公営企業法〔以下「法」とい
う。）第２条第３項に規定する政令で定め
る事業は、次に掲げる事業（以下「指定事
業」という。）とする。
一 簡易水道事業
二 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機

械、上屋、倉庫及び船舶の離着岸を補助
するための船舶を使用させる事業に限
る。）

三 病院事業
四 市場事業
五 と畜事業
六 観光施設事業
七 宅地造成事業
八 公共下水道事業

《通達》
○ 地方公営企業法の一部を改正する法律等の

施行についての依命通達（昭和三十八年十一
月二十八日自治乙企発第七号自治事務次官通
達）

第一 地方公営企業法の適用を受ける企業の範
囲に関する事項
一（略）政令で定める事業は、次の事業（以

下「指定事業」という。）であること（改
正令による改正後の地方公営企業法施行令
（以下「令」という。）第一条）。

(1) 簡易水道事業
(2) 港湾整備事業（埋立事業並び荷役機械、

上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を
補助するための船舶を使用させる事業に
限る。）

(3) 病院事業
(4) 市場事業
(5) と畜場事業
(6) 観光施設事業
(7) 宅地造成事業
(8) 公共下水道事業

水 道 事 業 50人

工 業 用 水 道 事 業 30人

軌 道 事 業 100人

自 動 車 運 送 事 業 100人

地 方 鉄 道 事 業 100人

電 気 事 業 30人

ガ ス 事 業 30人

地方公営企業法令における公営企業の範囲③（昭和38年改正）
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地方公営企業法 地方公営企業法施行令 通知、逐条解説等

３ 前２項に定める場合を除くほか、財務
規定等の一部（財務規定等のうち第17条の
２以外の規定をいう。以下同じ。）は、地
方公共団体の経営する企業のうち政令で定
める事業で、常時雇用される職員の数が
100人以上のものに適用する。

４ 前３項に定める場合のほか、地方公共
団体は、政令で定める基準に従い、条例で
定めるところにより、当該地方公共団体の
経営する地方公営企業以外の企業に、この
法律の規定の全部又は一部を適用すること
ができる。

（法の適用）
第１条の２ 地方公共団体は、法第２条第
２項の規定により同項に規定する財務規定
等（以下「財務規定等」という。）が適用
される事業について、条例で定めるところ
により、財務規定等を除く法の規定を、条
例で定める日から適用することができる。

２ 地方公共団体は、法第２条第１項の表
の上欄に掲げる事業（以下「法定事業」と
いう。）でその常時雇用される職員の数が
20人未満のものについて、条例で定めると
ころにより、法の規定の全部又は財務規定
等を、条例で定める日から適用することが
できる。

３ 地方公共団体は、法第２条第３項の規
定により同項に規定する財務規定等の一部
を除く法の規定又は法第17条の２の規定を、
条例で定める日から適用することができる。

４ 地方公共団体は、地方公営企業及び前
３項に規定する事業以外の事業で主とし
てその経費を当該事業の経営に伴う収入
をもつて充てるものについて、条例で定
めるところにより、法の規定の全部、財
務規定等又は財務規定等の一部を、条例
で定める日から適用することができる。

二 指定事業は、原則として、水道法（昭和三
十二年法律第百七十七号）、公有水面埋立法
（大正十年法律第五十七号）、港湾法（昭和
二十五年法律第二百十八号）、医療法（昭和
二十三年法律第二百五号）、中央卸売市場法
（大正十二年法律第三十二号）、と畜場法
（昭和二十八年法律第百十四号）及び下水道
法（昭和三十三年法律第七十九号）にいうそ
れぞれの施設の建設及び運営に係る事業をい
うものであること。なお、市場事業にあつて
は、中央卸売市場法にいう市場のほかいわゆ
る公設市場を含み、観光施設事業とは、国民
宿舎、ユースホステル、観光のためにする有
料道路その他各種の旅客誘致施設を、宅地造
成事業とは、内陸工業用地、住宅用地等宅地
の造成に係る事業をいうものであること。た
だし、以上にいう事業に該当するものであつ
ても、主として一般行政上の目的から経営し
ているもの、例えば病院事業における大学附
属病院、独立の伝染病院等は含まないもので
あること。
なお、法第二条第三項に規定する「職員数

百人」は、原則として事業の種類ごとに一括
して算定すべきものであるが、事業の性質に
かんがみ、病院事業にあつては病院ごとに、
港湾整備事業にあつては埋立事業とその他の
施設利用事業に区分して算定するものである
こと。

地方公営企業法令における公営企業の範囲③（昭和38年改正）
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《逐条解説等》
○『地方公営企業法逐条解説』（昭和43年・関
根則之） P9
四 昭和三十八年の改正
(1) 病院事業、簡易水道事業等の準公営企業で
常時雇用する職員の数が百人以上のものに対し
財務規定等の一部を当然に適用する制度を新設
したこと。

○『地方公営企業関係実例集』（昭和57年・自
治省財政局） P9 実例 昭三九・一〇・一五
自治行第一二一号 行政課長回答
・準看護婦養成所の設置

注釈 準看護婦養成所の業務は、その性質
からして通常の病院の業務中に含まし
めることはできない。

○『地方財政 地方公営企業法の一部を改正す
る法律案の概要』（昭和38年４月 吉瀬公営企
業課長） P63

（１）（略）100人以上のものとしたのは、業務
量からいつても、職員数からいつても、むりの
ないところと考えられたからであり、政令で定
める事業としては、現行の地方財政法施行令第
12条第２項の簡易水道事業から公共下水道事業
にいたるまでの主としてその経営に伴う収入を
もつて経営に充てる事業が考えられている。

地方公営企業法令における公営企業の範囲③（昭和38年改正）
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○『地方財政 地方公営企業法施行令、同施行
規則の改正の概要』（昭和38年12月 井上孝男
前公営企業課） P135

イ 簡易水道事業とは水道法第３条に規定され
る簡易水道事業を、港湾整備事業とは公有水面
埋立法第１条及び港湾法第２条に規定される事
業ないし施設を、病院事業とは医療法第１条に
規定される病院を、市場事業とは中央卸売市場
法第１条に規定される中央卸売市場及びその他
の公設市場を、と畜場事業とはと畜場法第２条
に規定されると畜場を、観光施設事業とは国民
宿舎、ユースホステル、観光のためにする有料
道路その他各種の旅客誘致施設を、宅地造成事
業とは内陸工業用地、住宅用地等宅地の造成に
係る事業を、公共下水道事業とは下水道法第２
条に規定される公共下水道を、それぞれ建設及
び運営する事業をいうものとされている。ただ
し、以上にいう事業に該当するものであつても、
主として一般行政上の目的から経営されている
もの、例えば病院事業における大学附属病院、
独立の伝染病院等は含まないものとされている。

ウ これらの指定事業であつてその常時雇用さ
れる職員が100人以上のものに財務規定等の一
部が適用されるのであるが、この場合における
「職員数100人」とは、原則として事業の種類
ごとに一括して算定すべきものであるが、病院
事業にあつては病院ごとに、港湾整備事業にあ
つては埋立事業と施設を利用させる事業とに区
分して算定するものとされている。

地方公営企業法令における公営企業の範囲③（昭和38年改正）
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（この法律の適用を受ける企業の範囲）
第２条 この法律は、地方公共団体の経営
する企業のうち次に掲げる事業（これらに
附帯する事業を含む。以下「地方公営企
業」という。）に適用する。
１ 水道事業（簡易水道事業を除く。）
２ 工業用水道事業
３ 軌道事業
４ 自動車運送事業
５ 地方鉄道事業
６ 電気事業
７ ガス事業

２ 前項に定める場合を除くほか、次条か
ら第６条まで、第17条から第35条まで、第
40条から第41条まで及び附則第２項から附
則第４項までの規定（以下「財務規定等」
という。）は、地方公共団体の運営する企
業のうち病院事業に適用する。

３ 前２項に定める場合のほか、地方公共
団体は、政令で定める基準に従い、条例
（地方自治法（昭和22年法律第67号）第
284条第１項の規定による一部事務組合
（以下「一部事務組合」という。）にあつ
ては、規約）で定めるところにより、その
経営する地方公営企業以外の企業に、この
法律の規定の全部又は一部を適用すること
ができる。

（法の適用）
第１条 地方公共団体は、地方公営企業法

（以下「法」という。）第２条第２項の
規定により同項に規定する財務規定等
（以下「財務規定等」という。）が適用
される病院事業について、条例（地方自
治法（昭和22年法律第67号）第284条第１
項の規定による一部事務組合（以下「一
部事務組合」という。）にあつては、規
約。以下この条において同じ。）で定め
るところにより、財務規定等を除く法の
規定を、条例で定める日から適用するこ
とができる。

２ 地方公共団体は、地方公営企業及び前
項に規定する病院事業以外の事業で主と
してその経費を当該事業の経営に伴う収
入をもつて充てるものについて、条例で
定めるところにより、法の規定の全部又
は財務規定等を、条例で定める日から適
用することができる。

《通達》
○ 地方公営企業法の一部を改正する法律等の

施行について（昭和四十一年七月五日自治企
第一〇五号自治事務次官通達）

第二 総則に関する事項
一 地方公営企業法の適用を受ける企業の範囲

に関する事項
(1) 水道事業（簡易水道事業を除く。）、工
業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、
地方鉄道事業、電気事業およびガス事業に
ついては、その常時雇用される職員数の多
少にかかわらず、すべて地方公営企業法の
全部を適用するものとしたこと（改正法に
よる改正後の地方公営企業法（以下「法」
という。）第二条第一項）。

(2) 病院事業については、その常時雇用され
る職員数の多少にかかわらず、すべて財務
に関する規定等（法第三条から第六条まで、
第十七条から第三十五条まで、第四十条か
ら第四十一条までおよび附則第二項から第
四項までの規定をいう。以下「財務規定
等」という。）を適用するものとしたこと
（法第二条第二項）。

なお、病院事業については、条例（一部
事務組合にあつては、規約。以下（５）に
おいて同じ。）で定めるところにより財務
規定等を除く法の規定を適用することがで
きるものであること（略）。

(5)従来、簡易水道事業等政令で定める事業で
常時雇用される職員の数が百人以上のもの
には、財務規定等の一部が法律上当然に適

地方公営企業法令における公営企業の範囲④（昭和41年改正）
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用されていたが、改正後は、これらの事業
（病院事業を除く。）に法を適用するかど
うかは、当該事業を経営する地方公共団体
の条例によつて定めることとされたもので
あること（法第二条第三項）。なお、改正
施行の際、財務規定等の一部が当然に適用
されている事業（病院事業を除く。）につ
いては、引き続き財務規定等を当然に適用
することとしていること。ただし、条例で
定めるところにより財務規定等を適用しな
いこともできること（改正法附則第三条第
二項）。

《逐条解説等》
○ 『地方公営企業法逐条解説（昭和43年・関

根則之）』 P12
一 法律適用範囲の拡大
（一） 水道事業（簡易水道事業を除く。）、

工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、
地方鉄道事業、電気事業及びガス事業にこの
法律の規定を適用するものとすること。

（二） 病院事業については、企業会計と一般
会計等との負担区分を前提として、財務規定
等を適用するものとすること。ただし、当分
の間条例で定めるところにより、経費負担の
原則等の規定を適用しないことができるもの
とすること。

（三）前二項に定める場合のほか、政令で定め
る基準に従い条例で定めるところにより、地
方公共団体の経営する企業にこの法律の規定
の全部又は一部を適用することができるもの
とすること。

地方公営企業法令における公営企業の範囲④（昭和41年改正）
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○ 『地方公営企業法逐条解説』（昭和43年・
関根則之） P20～22

ａ 法定事業
水道事業（簡易水道事業を除く。）、工業

用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地
方鉄道事業、電気事業およびガス事業の法定
七事業については、法の規定の全部が法律上
当然に適用される。従来、これらの法定事業
のうち、職員数が一定数以下の小規模なもの
には、法は当然には適用されなかったのであ
るが、およそ地方公共団体がこのような種類
の事業を経営する場合には、事業規模の大小
を問わずすべて当然に法の規定の全部を適用
することとしたのである。小規模なものにま
で法を適用することとしたのは、(1)これらの
事業は、受益者負担の原則のもとに企業とし
て能率的に運営されることが望ましいのであ
るが、そのためには、その管理組織、会計処
理方式、職員の身分取扱い等について企業に
ふさわしいものとする必要があること、(2)昭
和二十七年に地方公営企業法が制定され、企
業会計方式が導入されて以来十余年を経過し
て地方公共団体が企業会計方式になじんでき
ため、小規模な事業にこのような会計方式を
とらせることが無理でなくなったことのため
である。

ｂ 病院事業
（略）従来、病院事業については職員数百

人以上の大規模なものだけに企業会計方式の
採用が義務づけられていたのであるが、改正
後は、病院事業であれば規模の大小を問わず
すべて企業会計方式によらなければならない
こととされたのである。（略）
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ｃ その他の事業
（略）従来、簡易水道事業、港湾整備事業、

市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地
造成事業および公共下水道事業で職員が百人
以上のものには財務規定等の一部が当然適用
されていたのであるが、これらの事業に対す
る法の当然適用の制度を全廃し、これらの事
業について法の規定を適用するかどうかは、
まったく地方公共団体の任意とされた。これ
は、これらの事業は、地方公共団体の一般行
政との関連が密接であり、この経費の相当な
部分を一般財源をもって賄わなければならな
いものであったり（簡易水道事業、港湾整備
事業、公共下水道事業）、一定の工事が完成
すると事業そのものも完結してしまい継続的
事業体なる企業とはいい難いものであったり
（宅地造成事業）、また、事業の内容が施設
の提供というきわめて単純なものであり企業
の経営という実体を有しないものであったり
（市場事業、と畜場事業）するため、法の規
定を一律に適用させる実益が少ないからであ
る。ただこのことは、これらの事業が、法の
規定を適用することを不適当とする趣旨では
なく、事業の実情にしたがって適用するかど
うかを地方公共団体の自主的な決定に委ねよ
うという趣旨である。

○ 『地方公営企業法逐条解説』（昭和43年・
関根則之）P43～44

・水道事業 水道法第三条にいう水道事業であ
るが、簡易水道事業は除かれる。従って、一
般の需要に応じて水道（導管およびその他の
工作物により、水を人の飲用に適する水とし
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して供給する施設の総体をいう。）により水
を供給する事業で、給水人口五千人をこえる
ものであり、通常上水道事業といわれるもの
である。水道用水供給事業は、水道法上は水
道事業とは区別されている（水道法三４）が
法にいう水道事業には含まれる。又、水道用
の原水（浄化されていないものでそのまま飲
用には適しない水）のみを供給する事業は水
道事業に含まれない。水道事業者が他の水道
事業者のために浄水を供給すること（これを
分水という。）は水道事業の業務内容に含ま
れる。
なお、本条においては、水道事業から簡易

水道事業が除かれているが、地方公営企業労
働関係法第三条第六号の水道事業には簡易水
道事業が含まれる。また、法第四十三条の水
道事業には、簡易水道事業が含まれるもので
ある。

・工業用水道事業 工業用水道事業法第二条第
四項にいう工業用水道事業である。すなわち、
一般の需要に応じ工業用水道（導管より工業
用水を供給する施設であって、その供給をす
る者の管理に属するものの総体をいう。）に
より工業用水（工業の用に供する水（水力発
電の用に供するものおよび人の飲用に適する
水として供給するものを除く。）をいう。）
を供給する事業である。

・軌道事業 軌道法に基づく軌道の設置および
経営に関する事業をいう。すなわち、一般交
通の用に供するため原則として道路に敷設す
る軌道であって、路面電車事業およびトロ
リーバスがこれに該当する。
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・自動車運送事業 道路運送法第二条第二項に
いう自動車運送事業である。すなわち、他人
の需要に応じ、自動車（軽自動車を除く。）
を使用して旅客貨物を運送する事業をいう。
路線を定めて行う通常の定期バス及び貸切観
光バスはいずれもここにいう自動車運送業に
含まれる。

・地方鉄道事業 地方鉄道法に基づく鉄道の設
置および経営に関する事業をいう。ロープ
ウェイ等の索道事業は、地方鉄道法第一条第
三項の規定に基づく索道規則（昭和二十二年
運輸省令第三十四号）によって規制されるも
のではあるが、地方鉄道事業には含まれない。
軌道と地方鉄道との区分は難しい問題である
が、一般的には道路に敷設されるものが軌道
であり、専用敷に敷設されるものが地方鉄道
であると考えられる。地下鉄事業については、
大阪市の地下鉄は軌道法の適用を受け、東京
都および名古屋市の地下鉄は地方鉄道法の適
用を受けており統一されていない。東京都お
よび姫路市のモノレールは、地方鉄道法の適
用を受けている。

・電気事業 電事事業法第二条第五項の電気事
業であり、一般電気事業（一般の需要に応じ
電気を供給する事業）と卸電気事業（一般電
気事業者にその一般電気事業の用に供するた
の電気を供給することを主たる目的とする事
業）の二種がある。

・ガス事業 ガス事業法第二条にいうガス事業
であり、一般の需要に応じ導管によりガスを
供給する事業をいう。
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（三）法定事業には、これらに附帯する事業が
含まれる。附帯事業とは、法定事業の経営に
相当因果関係をもちつつ法定事業に附帯して
経営される事業をいう。たとえばガス事業に
おいてプロパンガスの販売を行なうことは附
帯事業と解される（行実 昭三五・四・七）。
交通事業がもっぱらその職員の医療のための
みに設ける病院は附帯事業と考えられるが、
このような場合を除き、地方財政法施行令第
十二条に掲げる事業は、一般には、法定事業
の附帯事業になりうるとは解されない。例え
ば、簡易水道事業および下水道事業は水道事
業の附帯事業とすべきではなく、それぞれ独
立の事業とすべきである（簡易水道事業およ
び下水道事業に法の規定の全部を適用し、管
理者およびその事務処理組織を水道事業と一
つのものとすることは可能であるが、この場
合においても事業は別箇のものである。）。

○『地方財政 地方公営企業法逐条解説（第２
回）』（昭和41年・関根則之）P109

（２） 病院事業とは医療法第１条にいう病院
の施設の建設及び運営に係る事業をいうも
のであるが、本条第２項は、地方公共団体
の経営する「企業」のうち病院事業に財務
規定等を適用すると規定しているため、医
療法上の病院事業であっても企業に該当し
ないものは、当然適用の対象にならない。
この点について、基本通達では「主として
一般行政上の目的から経営しているもの、
例えば大学附属病院、独立の伝染病院等は
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含まれない」としており、大学の附属病院は、
主として学術研究ないし教育の目的で設置され
ているものであり、また伝染病院は、主として
防疫上の必要から設けられるものであって企業
には該当しないと考えられている。地方公営企
業法上は企業という用語の定義は置かれていな
いのでその概念については、経済学、会計学等
において使われている企業の定義を参考にして
確立されなければならないが、少なくとも
（１）財貨又はサービスを相当の対価を得て給
付するという経済行為を行うものであること、
（２）経営に要する経費を主としてその経営に
伴う収入で賄うことができるものであること、
すなわち、自立的再生産が可能であること、
（３）永続的な事業体であることの三つの要件
を備えることが必要であろう。
なお、独立の精神病院は、病院事業に含まれ

ると解されている。
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